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中国都市部における配車アプリケーションサービスの

意義と問題点に関する一考察

魏 蜀 楠

Ⅰ はじめに

近年、IoT（Internet of Things）技術の進展により、身の周りのあらゆるモノ
がインターネットにつなげられるようになった。これにより、経済社会の中でのア

イドルアイテムやサービスプロバイダを統合し、より低価格で製品やサービスを提

供する１）いわゆるシェアリング・エコノミーの考え方に基づくシェアリング・サー
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Ⅴ むすびにかえて

１）シェアリング・エコノミーという考え方は、Felson and Spaeth（１９７８）の“Community Structure and
Collaborative Consumption: A Routine Activity Approach”の中で初めて提唱され、情報通信技術の進
展の中でその理念の実践可能性が高まり続けてきた。Uber、Airbnbなどの企業の誕生とその国際展開を
きっかけに、シェアリング・エコノミーという考え方だけでなく、考え方に基づくシェアリング・サービ

スのビジネス展開のあり方も注目され、それに関する理論的・実践的研究も具体化されてきた。近年、代

表的な先行研究としては、Araz Taeihagh（２０１７）、Belk（２０１４）、Cusumano（２０１４）、Lamberton and
Rose（２０１２）、などが挙げられる。
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ビスが、衣食住、交通などさまざまな分野で展開されるようになった。

シェアリング・サービスは、モノ自体よりも自分のニーズに合ったモノの機能を

購入したいという消費者心理に合致することで、新たな市場を切り開いた。そのビ

ジネスモデルを図１のように表すことができる。シェアリング・サービスを提供す

る企業は、さまざまなモノやサービスが個人間で取引できるプラットフォームを構

築し、取引を仲介することで代金の一部を手数料として受け取り、収益を上げてい

る。

そして、近年シェアリング・サービスの代表とも言える配車アプリサービスが従

来のタクシーサービスを補い、またバージョンアップさせる存在として世界各都市

でビジネスを展開し、モビリティ・サービスの新たな形として知られるようになっ

た。

この配車アプリケーションサービス（以下、配車アプリサービスと略す）は、乗

客とドライバー間の情報非対称性の問題を解消し、時間と金銭的費用の節約になる

という発想から始まり、各国の配車アプリ企業はシェアリング・サービスの基本モ

デルに沿った形でビジネスを展開してきたものと見られている。

本論稿は、中国の都市部における配車アプリ企業のビジネス展開に注目し、交通

経済学を視野に入れながら、市場の成長プロセスの実態分析を行い、その存在意義

と課題について整理する。すなわち、中国都市部のモビリティ市場の現状、特に従

来型のタクシー事業の現状を踏まえながら、そこにおける配車アプリサービスの意

義を明らかにし、その上で、配車アプリサービス市場の成長に伴う新たな問題につ

いて整理する。最後に、中国政府部門が、現出した問題を解決するために打ち出し

た新たな規制政策の内容とその実施状況を紹介し、配車アプリサービスの今後の動

図１ シェアリング・サービスのビジネスモデル

出所：宮崎（２０１５）２２頁、図表１-１。筆者加筆。
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向について若干触れてみたい。

Ⅱ 中国都市部における配車アプリサービスの浸透

１．中国系配車アプリサービスの出現

２０１１年３月、中国初のタクシー配車アプリ「YIDAOYONGCHE（易到用车）」

が誕生した。その後、２０１１年末に「YAOYAOZHAOCHE（摇摇招车）」、２０１２年の

６月に「KUAIDIDACHE（快的打车）」、同年９月に「DIDIDACHE（嘀嘀打车）」、

そして、２０１４年に「Uber China」、２０１５年に「SHENZHOUZHUANCHE（神州
专车）」という時系列で、配車アプリが中国国内で次々と登場してきた（表１参照）。

各社のアプリの順次公開に伴い企業間の競争も徐々に熾烈化し、中でも、まず、

「YAOYAOZHAOCHE」が２０１４年春節のタクシー市場での O２O（online to
offline）の“囲い込み（enclosure）”商戦２）の中で失敗し、配車サービスを中止し
た。その後、２０１５年２月１４日、「KUAIDIDACHE」と「DIDIDACHE」が戦略統

表１ 主な中国系配車アプリのリリース順（２０１１～２０１６年）

出所：筆者作成。
注：各社のホームページおよび中国産業情報https://www.chyxx.com参照。

２）すなわち、自社アプリの利用者数を拡大するためのサービス料金の値下げ競争のことである。

アプリリリー
ス順（年月）

アプリ名 注（本社所在地、事業の統廃合など）

２０１１年３月 YIDAOYONGCHE（易
到用车）

北京。自家用車タクシー事業を展開

２０１１年１２月 YAOYAOZHAOCHE
（摇摇招车）

北京。無線配車との連携、２０１４年にサービス停止

２０１２年６月 KUAIDIDACHE（快的
打车）

杭州。２０１５年２月１４日、「DIDIDACHE」と戦略統合

２０１２年９月 DIDIDACHE（嘀嘀打
车）

北京。統合後「DIDICHUXING」に改名。

２０１４年３月 Uber China 上海。２０１６年８月１日、「DIDICHUXING」と経営統
合

２０１５年１月 SHENZHOUZHU-
ANCHE（神州专车）

北京。母体は２００７年９月に設立した「SHENZHOU
rental car（神州租车）」社

２０１５年２月 DIDICHUXING（滴滴
出行）

北京。「KUAIDIDACHE」と「DIDIDACHE」の戦
略統合によるもの

２０１５年９月 SHOUQIYUECHE
（首汽约车）

北京。このアプリは、北京首汽集团公司（国営企業、
道路旅客輸送業）傘下の「SHOUYUE technology（首
约科技）」有限公司により開発されたもの
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合を発表し、統合後のアプリ名を「DIDICHUXING（滴滴出行）」に変更すること
になった。２０１５年末までに、中国モバイル通信上の配車アプリを利用した乗客総数

が４億人近くに上り、「DIDICHUXING」の市場シェアが最大となった。「DIDI-
CHUXING」社は、２０１６年１月１１日に初めて自社アプリの利用状況について公表
データを公にし、それによると、２０１５年の「DIDICHUXING」成約総数が１４.３億
件に達し、登録ユーザー数が２.５億人を突破した。２０１６年に入ると、中国国内で比
較的広範に利用されているネット配車アプリは、「DIDICHUXING」「Uber
China」「YIDAOYONGCHE」「SHENZHOUZHUANCHE」の４つとなる。さら
に、その後の２０１６年８月１日、「DIDICHUXING」と「Uber China」が中国国内
市場での経営統合に合意し、現在では、「DIDICHUXING」の市場占有率が圧倒的
な１位となっている。

２．中国系配車アプリサービスの種類と特徴

中国の都市部でよく利用される配車アプリサービスは、表２で示すようにその

サービス内容から、「①タクシー配車」「②高級車（ワンランク上の車）の配車」「③

一般車両の配車」「④ライドシェア」の４種類に分けられる。

①は、従来のタクシー事業との連携によるタクシー配車サービスであり、２０１２年

９月にリリースされた「DIDIDACHE」がその代表アプリとなる。
②は、③一般車両よりワンランク上の車を使用する高級車の配車サービスであ

り、ビジネス商談、ゲスト送迎、冠婚葬祭などの移動需要に応えるためのサービス

である。代表アプリは、数多くの高級車両を保有するレンタカー会社「SHENZHOU
rental car（神州租车）」社が母体となる「SHENZHOUZHUANCHE」がある。
また、「DIDICHUXING」「Uber China」もこの種のサービスを提供している。
③は、②に比べて車両価格が安い一般乗用車を使用して、配車サービスを提供す

る。代表アプリは「DIDICHUXING」となる。
④は、ライドシェアを促すサービスであり、自家用車の所有者が空席を持て余し

ている状況を配車アプリを通じて発信し、配車アプリがドライバーと同じ方面に安

く移動したい同乗者（複数人も可能）をマッチングするサービスを提供する。代表

アプリは「DIDICHUXING」「Uber China」がある。
このように、配車アプリのサービス内容は、ライドシェアに限らず、タクシー、

高級車配車などのサービスも含まれている。

また、利用者数がもっとも多い「DIDICHUXING」は配車サービス以外に、運
転代行、車種試し運転なども手掛けており、今後、宅配サービス、移動販売など物
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表２ 中国都市部における配車アプリサービスの種類とその特徴

注：卢・周・林（２０１７）１１２-１１５頁参照、筆者作成。

サービス
の種類 実現方法 顧客層 特徴 アプリ名

①タクシ
ー配車

タクシー会社が配車
アプリを利用して、
自社タクシーに関す
る即時情報をネット
上で公開する。一
方、配車アプリがタ
クシー会社側の情報
と利用者の情報との
即時マッチングを行
う。

普段からタ
クシーを利
用している
一般利用者
をターゲッ
トとする。

伝統的なタク
シー事業とイ
ンターネット
の情報交換機
能との結合を
実現する。

「DIDIDACHE」

②高級車
（ワンラ
ンク上の
車）の配
車

利用者は配車アプリ
を通じて好みのサー
ビスを選び、配車ア
プリが利用者の指定
に従い、その付近に
いるドライバーおよ
び車両との即時マッ
チングを行う。

個性的な移
動ニーズを
持ち、高品
質なサービ
ス（乗車体
験）を求め
る 顧 客 を
ターゲット
とする。（上
層志向）

ネットに接続
できる移動端
末（スマホ）
を媒介に、高
品質かつ個性
的なサービス
を提供する。
ドライバーお
よび車両に対
する要求が厳
しい。

「SHENZHOUZHUANCHE」
「DIDICHUXING」
「Uber China」

③一般車
両の配車

利用者が配車アプリ
を通じて好みのサー
ビスを選び、配車ア
プリが利用者の指定
に従い、その付近に
いるドライバーおよ
び車両との即時マッ
チングを行う。より
多くの割引サービス
を提供する。

個性的な移
動ニーズを
持ちなが
ら、経済的
な移動手段
を求める顧
客 を タ ー
ゲットとす
る。

ネットに接続
できる移動端
末（スマホ）
を媒介に、個
性的なサービ
スを提供す
る。ドライ
バーおよび車
両に対する要
求が相対的に
低い。

「DIDICHUXING」

④ライド
シェア

自家用車の所有者
（＝ドライバー）が
空席を持て余してい
る状況を、配車アプ
リを通じて発信す
る。配車アプリがド
ライバーと同じ方面
に安く移動したい同
乗者をマッチングす
る。（２０１８年５月１６
日から調整段階に入
り、２２～０６時の時間
帯の注文受付けを中
止する。ドライバー
＝車所有者の顔認証
システムを導入す
る。）

移動コスト
を分担し、
より安く移
動したいド
ライバーと
乗客をター
ゲットとす
る。

ネットに接続
できる移動端
末（スマホ）
を媒介に、移
動資源のシェ
アリングを促
進し、移動コ
ストの節減を
実現する。

「DIDICHUXING」
「Uber China」
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流分野への進出も前向きに検討している。

中国系配車アプリ企業は、シェアリング・エコノミーの考え方をベースに中国の

都市部でサービスを提供することから事業を始め、都市部にある移動手段、すなわ

ち自家用車、タクシーなどの未使用・未利用の空白時間帯を統合し、生産効率を上

げ、より低価格で良質なサービスを提供することで、中国の都市部にある潜在需要

を喚起し、新たなモビリティ市場を創出しているのである。

３．中国都市部における配車アプリサービス市場の現状

中国の配車アプリ各社は、２０１４年から２０１６年の間に自社アプリの市場シェアを拡

大させるため、乗客向けの割引キャンペーン、ドライバー向けの金銭的補助などを

繰り返し、値下げ競争に莫大な資金をつぎ込んでいた。このため、２０１６年８月まで

に、中国国内のすべての配車アプリ企業が利益を上げていなかったと報じられる一

方、各社のプロモーション（販売促進）戦争により、全国の利用者数が爆発的に増

加した（図２参照）。

その後、アプリ企業間の経営統合（表１参照）によるプロモーションの鎮静化、

図２ 中国における配車アプリ利用者数の変化（２０１５年と２０１６年）

出所：筆者作成。
注：
１．CNNIC（China Internet Network Information Center ）の『中国インターネッ
ト発展状況統計調査（第３７回、第３８回）』データ参照。

２．①～③の配車アプリサービスの種類とその特徴を上記表２参照。また、④の利用
者数がCNNICの調査に含まれていない。
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政府の市場介入（２０１６年７月の『インターネット予約タクシーサービス経営の暫定

管理措置』の公表及び施行）などの影響を受け、利用者数の伸び率の鈍化が見え始

めたが、依然として拡大傾向にある。CNNICの統計調査の結果からみると、２０１６
年１２月まで、全国の配車アプリ利用者数（①～③）が３.９２億人に達した。このうち、
①タクシーの利用者数が同年上半期と比べて６,６１３万人増の２.２５億人になり、②～
③配車サービス利用者数が同年上半期と比べて４,６１６万人増の１.６８億人に達した３）。
一方、この配車アプリサービス市場で活動するドライバーの６８.４％がディディに、
１５.７%が「Uber China」に、９.８%が「SHENZHOUZHUANCHE」に、６.１%が「YI-
DAOYONGCHE」に属している（図３参照）。

また、筆者は、２０１６年１２月、２０１７年８月に北京市、成都市で普段から配車アプリ

を利用して輸送サービスを提供する（自家用車およびタクシーの）ドライバーに対

して聞き取り調査を行った。その結果からみると、「DIDICHUXING」は、「Uber
China」との経営統合の後、ドライバーに対する金銭的補助の頻度および補助金額
を減らした。しかしそれにもかかわらず、「DIDICHUXING」に属するドライバー
数が依然として圧倒的に多いのである。

図３ 配車アプリ各社に属するドライバー数の割合（２０１６年）

出所：筆者作成。
注：中国産業情報https://www.chyxx.comデータ参照。

３）CNNIC（China Internet Network Information Center）の『中国インターネット発展状況統計調査
（第３９回）』参照。
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Ⅲ 中国都市部における配車アプリサービスの意義

１．中国都市部の旅客輸送サービスの生産からみた配車アプリサービス

中国都市部における主な移動手段としては、地下鉄、モノレール、バス、タクシー

などがあり、多様な輸送サービスの生産が行われている。旅客輸送サービスを提供

する事業者は、まず利用客のニーズ情報（いつ、どこで、どのぐらいのサービスを

利用したいのか）を把握し、旅客輸送サービスの生産に従事する乗務員を労働力と

して確保し、輸送具および輸送具を動かすためのエネルギー源を調達し、輸送具を

走らせる通路、ルートを定め、労働力、動力、輸送具および通路を用いて生産スケ

ジュールを編成し、生産を行う。つまり、良質な旅客輸送サービスを提供するため

には、情報、労働力、動力、輸送具および通路という５つの生産要素が必要となり、

欠かせないものなる。さらに、近年の情報通信技術（ICT：Information and Com-
munication Technology）の発達により、情報という要素が、ITS（Intelligent
Transport System）を構築するため、そして未来の自動運転社会を支えるための
核心的要素として、輸送サービス生産においてその重要性を増してきている。

そこで、旅客輸送サービス生産の視点から、配車アプリサービスを中国都市部の

他の旅客輸送サービスと比較してみると、表３のようになる。鉄道輸送事業と既存

の道路輸送事業を行うためには、まず、それぞれの生産要素を入手し、整える必要

がある。その一方、配車アプリ企業は、インターネットを通して、実際の旅客輸送

サービスの生産に必要となる「②労働力」「③動力」「④輸送具」「⑤通路」などと

いった物的生産要素に関する即時データを収集し、アイドルアイテムやサービスプ

ロバイダを洗い出すと同時に、都市部における既存の移動手段・交通システムで満

たされていなかった即時の移動ニーズを拾い上げ、即時にマッチングさせることで

新たなモビリティマーケットを創出したのである。

配車アプリ企業は、旅客輸送サービスの生産に必要となる②～⑤の物的生産要素

の入手およびその維持管理・メンテナンスを手掛ける必要がなく、ただ輸送サービ

スを生産する能力を有する主体（個人また事業体）と輸送サービスを利用しようと

する主体（個人また事業体）とが出会う「プラットフォーム」を提供し、取引を成

立させることで収益を得るものである。

これを中国都市部の交通事情と合わせて考えてみると、まず都市部での定住人口

の増加、所得水準上昇および都市面積の増加（表５参照）につれ、良質な輸送サー

ビスに対する需要がますます高まってきている。そのため、都市部では、ドアツー

ドアの輸送を実現できる自家用車の所有率が年々増加傾向にあり、各都市で道路交
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通渋滞の問題を引き起こしている。これに対処するため、中国各地の地方政府は、

高速大量輸送の地下鉄を急ピッチで整備してきた。また、市民の足として重要な役

割を果たしてきたバス輸送に対しても、BRT（bus rapid transit）システムの導
入など、利用者の満足度を高める工夫を行ってきた。現在、中国の多くの都市部で

は、バスと地下鉄は、輸送サービス生産の中心的役割を果たしている。しかしなが

ら、在来型の旅客輸送サービス生産の増加、公共交通網の拡充には、①～⑤までの

生産要素を確保する必要がある。さらに、これらの生産要素、特に鉄道軌道、道路

を代表とする⑤通路という要素を確保・整備するには長い時間が必要となり、確

保・整備期間中におけるさらなる移動需要の増加と需要の多様化も考えられる４）。

そこで登場する配車アプリサービスは、輸送サービスの生産要素の①情報の部分に

特化し、②～⑤の既存の生産要素のアイドル時間を利用して新たな輸送サービスの

生産に当たることで、中国都市部での輸送サービスの供給不足を緩和させ、市民の

モビリティ水準の向上に大きく寄与できるものとなる。

２．中国都市部のタクシー事業と配車アプリサービス

配車アプリによる主力商品は、小型車を利用してドアツードア（出発地から目的

地まで）の輸送サービスを実現させるものであり、従来のタクシー事業のサービス

表３ 中国都市部の主な旅客輸送サービスの生産からみた配車アプリサービス

出所：筆者作成。
注：〇は中国都市部で新にその種の輸送サービスを生産する場合、事業者は該当生産
要素を予め整備・確保する必要があり、かつその対価を支払っていることを意味す
る。×は、交通事業者は該当生産要素を予め整備・確保する必要がなく、その対価
も支払っていないことを意味する。

４）これに加えて、都市交通網だけでカバーできない移動需要、例えば、駅から目的地までのラストワンマ

イルの問題も中国の都市部で実在している。

事業の種類
鉄 道
輸 送

道 路 輸 送

バ ス タクシー 配車アプリ

生
産
要
素

①情報 ○ ○ ○ ○

②労働力 ○ ○ ○ ×

③動力 ○ ○ ○ ×

④輸送具 ○ ○ ○ ×

⑤通路 ○ × × ×
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内容と重なる部分が多いことから、タクシー事業者からライバル視されてきた。こ

のような中、中国都市部における配車アプリサービスの意義を考えるため、競合関

係にある中国都市部のタクシー事業の現状について概観する。

１９９０年代初期、都市部で増え続ける移動需要の対応に追われる中国政府は、タク

シー事業を輸送サービスの供給不足を解消するための１つの有効な手段として考

え、タクシー事業の新規参入者に対してほぼ制限なしで認可していた。これにより、

全国のタクシー事業者が一気に増えはじめ、タクシー市場も急速に拡大した。その

後、政府はタクシー事業者間の過当競争による混乱を抑えるため５）、１９９４年からタ

クシー車両数をコントロールしはじめ、多くの都市では数量規制が実施されるよう

になった。さらに、１９９８年には、中国の建設部と公安部による「都市部タクシー管

理措置」が公布され、これによりタクシー事業に対する数量規制、さらには価格規

制が明文化された。特に、中国各都市の政府は、タクシー事業者に運営権を与える

際、以前より厳しい審査基準を設定し、さらに、①行政許可、②オークション、③

競争入札などの方法で限られた事業者に運営権を配分することでタクシー市場の参

入規制を実施した（表４参照）。近年では、②と③が主流となっている。

しかし、このような参入規制政策はタクシー運営権に希少性を与えることを意味

する。これにより、深圳、珠海、広州などを代表とする地方政府はタクシー運営権

のオークションから財政収入を得ることができ、都市公共交通の管理に充てること

ができた。しかしながら、中国都市部における輸送サービスの長期的な供給不足の

問題もあり、多くの潜在需要を見込んで、個人を含むタクシー事業に参加したい事

業者が数多く存在していた。実際、深圳市、温州市で運営権の二次的市場が形成さ

表４ 中国におけるタクシー事業の運営権の配分方法（参入規制）

出所：凌（２０１０）３８頁、赵（２０１５）１２-１４頁、詹（２０１５）１６頁、杨（２００７）参照。筆者
作成。

５）事業者間、あるいは他の代替的サービスとの過当競争の中でタクシードライバーの利益が損なわれた場

合、タクシードライバーは、長時間労働、危険運転などの行動をとる可能性が高くなり、タクシーサービ

スの質と輸送の安全性にも支障が出るのである。

運営権の配分方法 代表的な地域/都市

①行政許可（審査→付与） 中国の多くの都市で実施（以前）

②運営権オークション 深圳、珠海、広州などの都市で実施

③競争入札（サービスの質で判断） 中国の多くの都市で実施
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れ、タクシー運営権が何倍、何十倍の高値で取引されていったことが地方紙により

報道されており、各地方政府もこれを問題視したのである６）。

このように、参入規制政策の実施により、中国都市部のタクシー事業者数がある

程度抑えられた一方、中国都市部のタクシー市場における地方政府、タクシー会社、

ドライバーなどの主体間の利益配分がより複雑になり、①の運営方式を除き、運営

権の取得にかかる費用が最終的にタクシードライバーに強いられることになる。ド

ライバーの利益が損なわれると、ドライバーが長時間労働で損失を挽回しようとす

るインセンティブが強くなり、最終的にタクシーサービスの質と輸送の安全性レベ

ルに支障が出ることになる７）。

さらに、２０００年代以降中国各都市の開発・拡充が急速に進み、都市部の定住人口

数が増加し、また定住人口の平均所得水準が年々上昇している（表５参照）。これ

により、中国都市部における移動需要の規模が年々拡大し、タクシーサービスに対

する需要も高まってきている。一方、１９９４年以降の運営権の配分に代表される参入

規制の実施により、全国のタクシーの車両台数が制限され、２０００年以降の各都市の

タクシーサービスの供給量がほぼ横ばいで推移している。

このような状況下で登場した配車アプリサービスは、輸送サービスの需給情報の

部分に特化し、情報以外の生産要素を持たず、低価格で新たなタクシーサービスを

提供し、都市部にあるタクシーサービスの潜在需要を掘り起こした。配車アプリに

よるタクシーサービスの提供は、２０１６年の「インターネット予約タクシーサービス

経営の暫定管理措置」８）（以下「暫定措置」と略す）が施行される前までは、既存

６）杨（２００７）４７頁参照。http://epaper.２ijingji.com/html/２０１６-０３/２８/content_３５９９９.htm参照。http://news.
６６wz.com/system/２００４/０８/２７/０５８４６６３２６.shtml、http://wzjg.６６wz.com/system/２００６/０９/０１/１００１７６４５９.shtml
温州市ウェブニュース参照。

７）刘（２０１５）６３-６４頁、杨（２００７）４８-４９頁。
８）実際、中国交通運輸部は、２０１４年７月から調査と研究を展開し、同年１１月にインターネット配車（以下、

ネット配車と略す）事業のイノベーションと発展を進める姿勢を正式に示した。と同時に、交通運輸部部

長楊傳堂は、「現行法からみると、営業許可を取得せずに旅客輸送サービスを提供することが法律違反であ

る」と述べた。その後、２０１５年１０月に交通運輸部は、「タクシー事業の健全な発展を促すための改革を深化

させるための指導意見」および「インターネット予約タクシーサービス経営の暫定管理措置」をテーマと

する改革措置案を公表し、民間意見の一般公募を実施した。２０１６年３月１４日に、第１２回全国人民代表大会

第４次会議の記者会見で、交通運輸部部長楊氏は、２つの改革措置案の修正がまだ進行中であり、「何事も

諦めないで、私たちはこの仕事を最後までやり遂げる」と述べた。その後２０１６年７月１４日、交通運輸部第

１５次商務会議で「インターネット予約タクシーサービス経営の暫定管理措置」が採択され、さらに工業情

報化部、公安部、商務部、工商総局、質検総局（国家質量監督検査検疫総局）、国家インターネット情報室

の６つの政府部門の同意を得て、２０１６年７月２８日に公布され、同年１１月１日から施行された。

「暫定措置」の中で、自家用車両を一定の手続きを経て合法な運営車両にする方法が提示されており、

手続き完了後の車両は旅客輸送サービスを提供することができる。
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表５ 中国の主要都市におけるタクシー事業の輸送能力（２０１２～２０１６）

出所：筆者作成。
注：『中国都市統計年鑑（中国城市统计年鉴）』参照。

都
市
名

年
定住人口
（万人）

都市面積
（平方キロ）

定住市民の
１人当たり
可処分所得
（元）

タクシー台
数（台）

１万人当た
りのタクシ
ー台数

１車両当り
人口

北

京

市

２０１６ ２,１７２.９０ １,４２０.００ ― ６８,４８４.００ ３１.５２ ３１７.２６

２０１５ ２,１７０.５０ １,４０１.００ ５２,８５９.００ ６８,２８４.００ ３１.４６ ３１７.８６

２０１４ ２,１５１.６０ １,４０１.００ ４３,９１０.００ ６７,５４６.００ ３１.３９ ３１８.５７

２０１３ ２,１１４.８０ １,３８６.００ ４０,３２１.００ ６７,０４６.００ ３１.７０ ３１５.４６

２０１２ ２,０６９.３０ １,３０６.００ ３６,４６９.００ ６６,６４６.００ ３２.２１ ３１０.４６

上

海

市

２０１６ ２,４１９.７０ ９９９.００ ― ４７,２７１.００ １９.５４ ５１１.７７

２０１５ ２,４１５.２７ ９９９.００ ５２,９６２.００ ４９,５８６.００ ２０.５３ ４８７.０９

２０１４ ２,４２５.６８ ９９９.００ ４７,７１０.００ ５０,７３８.００ ２０.９２ ４７８.０１

２０１３ ２,４１５.１５ ９９９.００ ４３,８５１.００ ５０,６１２.００ ２０.９６ ４７７.１０

２０１２ ２,３８０.４３ ９９９.００ ４０,１８８.００ ５０,６８３.００ ２１.２９ ４６９.７０

広

州

市

２０１６ １,４０４.３５ １,２４９.００ ― ２２,１０１.００ １５.７４ ６３５.３２

２０１５ １,３５０.１１ １,２３７.００ ５０,９４０.００ ２１,４３７.００ １５.８８ ６２９.７２

２０１４ １,３０８.０５ １,０３５.００ ４６,７３４.００ ２１,４３７.００ １６.３９ ６１０.１３

２０１３ １,２９２.６８ １,０２４.００ ４２,９５５.００ １９,９４３.００ １５.４３ ６４８.０９

２０１２ １,２８３.８９ １,０１０.００ ４２,０４９.００ １９,００２.００ １４.８０ ６７５.６８

深

圳

市

２０１６ １,１９０.８４ ９２３.００ ― １７,８４２.００ １４.９８ ６６７.５６

２０１５ １,１３７.８７ ９００.００ ４４,６３３.００ １６,５９６.００ １４.５９ ６８５.４０

２０１４ １,０７７.８９ ８７１.００ ４０,９８３.００ １５,９７３.００ １４.８２ ６７４.７６

２０１３ １,０６２.８９ ８６３.００ ４４,６５３.００ １５,３００.００ １４.３９ ６９４.９３

２０１２ １,０５４.７４ ８４１.００ ４０,７４２.００ １４,７３５.００ １３.９７ ７１５.８２

成

都

市

２０１６ １,５９２.８０ ８３７.００ ― １５,３７８.００ ９.６５ １,０３６.２７

２０１５ １,２２８.０５ ６１６.００ ３３,４７６.００ １７,６７６.００ １４.３９ ６９４.９３

２０１４ １,２１０.７４ ６０４.００ ３２,６６５.００ １８,５０６.００ １５.２８ ６５４.４５

２０１３ １,１８７.９９ ５２９.００ ２９,９６８.００ １７,５５０.００ １４.７７ ６７７.０５

２０１２ １,１７３.３５ ５１６.００ ２７,１９４.００ １４,００９.００ １１.９４ ８３７.５２
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の規制政策の対象外であるため、運営権、車両およびドライバーなどの制限に縛ら

れずに行うことができた。さらに、前述する２０１４年の配車アプリ各社のプロモーショ

ン競争により、中国全土のサービスの普及率が一気に上昇し、既存のタクシー事業

と配車アプリとの対立が激化し始めた９）。しかし、北京、上海、広州、深圳、成都

の５都市を例に２０１２～２０１６年の既存タクシー事業の輸送能力を見てみると、１万人

当たりのタクシー車両数は、２０１６年の成都市を除いて大きな変化が見られなかった

（表５参照）１０）。

また、タクシーサービスには、①流し営業型（タクシーが、走行しながら乗客を

探すタイプ）、②付け待ち型（タクシーが、空港、駅、ホテル等のタクシー乗り場

で乗客を待つタイプ）、③無線配車型（タクシーが、配車電話や予約で注文された

客の指定場所へ移動し、サービスを提供するタイプ）、また④ハイヤー等の契約サー

ビス（ハイヤーは流し営業を禁止されている）という４種類があるが、配車アプリ

サービスが出現する前までは、中国都市部にあるタクシーサービスは、先進各国と

比べて③のサービスが遅れているという特徴があった１１）。

このように、配車アプリサービスは、中国都市部における従来型のタクシー事業

とは異なり、既存政策の枠にとらわれない方式で新たな需要を確保し、サービス水

準をバージョンアップさせる有効な手段となったのである。

Ⅳ 中国都市部における配車アプリサービスの問題点

中国都市部における配車アプリサービスの成長は、中国国内の都市交通のあり方

に新風を吹き込む一方、現在の都市交通システムに融け込むまでには、まだ幾つか

の問題点も抱えていると思われる。

１．位置づけの問題

１点目は、配車アプリ企業と、従来のタクシー事業者およびタクシー事業を長年

９）２０１４年の配車アプリサービスの普及により運営権なしでタクシーサービスを提供する車両（違法車両）

の数が各都市で急速に増加した。２０１５年１月、長春、済南、成都、南昌などの都市で違法車両の取締り強

化を求めるタクシードライバーのストライキとデモが起き、地方紙で報道された。

１０）成都市政府が他の都市と比べて配車アプリサービスに対してより寛容的な態度（政策）を取っていたた

めであるとみられている。（２０１８年８月１６日《成都日報》“成都市网约车包容指数排名全国第一”、成都市政

府ホームページhttp://www.chengdu.gov.cn/chengdu/home/２０１８-０８/１６/content_a００８０３bd４９７f４df９b６a
８４４００２３６５９２f５.shtml参照。）

１１）陈（２００５）６３頁、詹（２０１５）２４-３０頁、太田・青木・後藤（２０１７）９７-９８頁参照。
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管理してきた政府部門との認識上の違いにある。

まず、配車アプリ企業設立当初のサービス理念は、シェアリング・エコノミーの

考え方に基づくものであり、アプリ企業は情報通信技術に強みを持つ企業である。

そのため、配車アプリ企業は、配車サービスを情報サービスの１種として考え、正

しい情報をスムーズに必要な人に伝えることにこだわっていた。配車アプリ企業

は、設立当初から配車アプリサービスを輸送サービスの１種として認識してこな

かった。

さらに、配車アプリ企業が提供する情報サービスは、事実上、従来のタクシーサー

ビスの代替サービスをより低コストで創出したことになるが、これにより、配車ア

プリ企業が、ライバル関係にあるタクシー事業者だけでなく、タクシー事業を長年

管理・規制してきた政府部門の多くの担当者からも無責任な輸送事業者として見ら

れていた１２）。

この配車アプリ企業の位置づけ問題は、最終的に前述する中国政府の２０１６年の「暫

定措置」の中で明確になった。この暫定措置は、具体的に①ネット配車企業は、新

設される政府部門で登録申請をし、「インターネット予約タクシーサービス経営許

可証」を取得する必要がある、②ネット配車で使われる車両の使途をタクシー旅客

輸送として登録し、車両の「インターネット予約タクシーサービス提供車両認定証」

を取得する必要がある、③ドライバーは「インターネット予約タクシーサービス就

業者資格証」を取得する必要がある、と３つの側面から規制を加えられた。つまり、

政府は、配車アプリ企業による輸送サービスの安全性を確保するため、自ら各生産

要素の内容を把握すると同時に、配車アプリ企業に安全・安心な輸送サービスの提

供を求めるようになった。それと同時に、条件を満たした配車アプリ企業による配

車サービスを正式に認めることになり、世界で初めて配車サービスの合法化を認め

た。

この「暫定措置」の背後には、配車アプリ企業が提供するサービスは、都市部の

輸送サービスの供給不足問題、又は深刻な道路混雑問題、公害問題などの解消に寄

与しうるものであり、海外の新しいサービス理念を中国本土で実現しようとする起

業家精神を尊重すべきという政府の考え・配慮があったと思われる。しかし、政府

は今後、「暫定措置」の実施状況を検証しながら、後続の措置の修正を行っていく

ものともみられ、配車アプリ企業は、それまでに都市交通システムにおける自身の

１２）２０１６年７月２９日成都市運輸管理局タクシー事業管理担当者への電話インタビュー調査、２０１７年８月３日

北京市運輸管理局タクシー事業管理担当者のインタビュー調査による。また、北京市交通委員会ホームペー

ジ参照。
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位置づけを正しく認識し、他の輸送手段との協調・融合を図っていく必要があると

思われる。

２．安全性の問題

配車アプリ企業は、乗客のタクシー料金節約とドライバーの収入増というwin-
winの関係を作り上げた一方、輸送サービスの安全性においては、いまだ課題が残
されている。

配車アプリが中国都市部で登場した当初、各企業は新たな市場を開拓し、ドライ

バーと乗客の両サイドのユーザー数を拡大するため、配車サービスを提供するドラ

イバーの運転経験、車両状況などに対する要求が強くなかった。アプリを利用して

配車サービスを提供したいドライバーは、アプリをダウンロードし、自分自身の身

分証明書、運転免許と車両資料の写真を送信するだけで、わずか数分間で配車アプ

リのドライバーになれたのである。結果的に、配車アプリの初期運営の段階で事件

に関わる車両、犯罪歴、危険ドラッグ使用歴のある者、また運転経験不十分な者が

ドライバーの登録に成功したこともあったため、タクシー市場の秩序が攪乱され、

乗客の安全も危険にさらされていた。

この問題に対処するため、政府は「暫定措置」の中で、ネット配車企業、車両、

ドライバーに対する具体的な要求を示し、規制を加えたものの、２０１８年にDIDI-
CHUXINGの人気商品であるライドシェアサービスの登録ドライバーによる殺人
事件が鄭州、温州で立て続けに起きた。その後DIDICHUXINGは、中国全土のラ
イドシェアサービスを中止し、商品安全管理チームを立ち上げ、今年の７月に調整

案を提示し、乗客とドライバーの両サイドのユーザーから意見を収集している状況

である。

配車アプリ企業にとって、都市交通システムの一部を分担するためには、サービ

スの安全性は最優先に考えなければならない課題である。むろん、配車アプリの先

には、自動運転という技術の実用化による問題解決策があるが、企業はそれまでに、

サービスを継続させるための有効な対応策を打ち出す必要がある。

３．「イコールフッティング」の問題

３点目の問題は、代替可能性のあるタクシー事業と配車アプリ企業との間の「イ

コールフッティング」問題である。まず、中国でのタクシー事業は、１９９８年の「都

市部タクシー管理措置」のもとで進められ、彼らは輸送サービスを提供するための

生産要素の確保だけでなく運営権の取得にも巨額な投資を行い、政府の参入規制の
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ルールに従ってきた。一方、配車アプリ企業は、既存のタクシーの運営権制度をく

ぐり抜け、情報以外の生産要素を所有せず、低コスト（限界費用ゼロに近い状態）

で代替サービスを提供している。このような生産費用の違いから、タクシー事業者

と配車アプリ企業の間には巨額な利益差が生み出され、競争条件の不公平によるタ

クシードライバーのデモも頻発した。

政府は、２０１６年の「暫定措置」で配車アプリ企業のサービス提供に複数の条件を

付けると同時に、既存のタクシーの運営権制度も無償付与の方向に転換した。しか

し、この政策は両者間の競争条件の不公平を完全に是正するものではない。政府は、

むしろ政策誘導の方法で両者間の関係を、イコールフッティング＝公正競争の方向

に持っていく考えである。今後、中国における両者間の関係は、公正競争の市場環

境に変容していくであろう。

Ⅴ むすびにかえて

人口密度が高まる中国の都市部では、アイドルアイテム（車両）やサービスプロ

バイダが多数存在する一方、旅客輸送分野におけるラストワンマイル問題が存在

し、既存の移動手段が個性的な移動需要に応えられない部分（場面）が数多く存在

する。配車アプリ企業は、シェアリング・エコノミーの理念に依拠し、都市部でさ

まざまな生活場面に合わせてより柔軟性のあるきめ細かな輸送サービスの提供可能

性を提示することで、利用者サイドから多くの支持を得られ、新たな輸送サービス

の提供に成功した。中国政府も最終的にそのサービスの価値を認め、社会的正当性

を付与した。

今後、中国都市部の公共交通網がより充実したものになると予想されるため、都

市部でのタクシー事業はそれを補うものとして、今まで以上に移動需要の多様化に

対応し、サービスの質を上げる必要があると考える。本稿で取り上げた配車アプリ

サービスはタクシーサービスをバージョンアップするための重要な手段となる。そ

して、配車アプリサービスは政府規制のもとでレベルアップ化され、中国各都市で

タクシーの補完的なサービスになり、タクシーと最適ミックスを形成することにな

るであろう。
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